
令和５年　３月　３１日付け園農第2786号 佐賀県農林水産部部長通知

さがの稼げる水田農業推進事業対象農業機械・施設の標準事業費（令和５年４月制定）

乗用トラクター

２０ＰＳクラス 2,406 (2,187) 802 (728) 1,203 (1,093)

３０ＰＳクラス 4,789 (4,353) 1,596 (1,450) 2,394 (2,176)

４０ＰＳクラス 5,514 (5,012) 1,838 (1,670) 2,757 (2,506)

５０ＰＳクラス 6,382 (5,802) 2,127 (1,933) 3,191 (2,900)

６０ＰＳクラス 7,184 (6,530) 2,394 (2,176) 3,592 (3,265)

７０ＰＳクラス 8,305 (7,549) 2,768 (2,516) 4,152 (3,774)

８０ＰＳクラス 9,985 (9,077) 3,328 (3,025) 4,992 (4,538)

自脱型コンバイン

３条刈り 5,260 (4,782) 1,753 (1,593) 2,630 (2,390)

４条刈り（キャビン式） 8,561 (7,783) 2,853 (2,594) 4,280 (3,891)

　　　　　（キャビンなし） 5,936 (5,396) 1,978 (1,798) 2,968 (2,698)

５条刈り 10,911 (9,918) 3,637 (3,306) 5,455 (4,959)

６条刈り 13,813 (12,557) 4,604 (4,185) 6,906 (6,278)

乗用田植機

４条 1,247 (1,133) 415 (377) 623 (566)

５条 2,263 (2,057) 754 (685) 1,131 (1,028)

６条 2,434 (2,212) 811 (737) 1,217 (1,106)

８条 3,029 (2,753) 1,009 (917) 1,514 (1,376)

大豆コンバイン 7,607 (6,915) 2,535 (2,305) － －

大豆不耕起播種機 787 (715) 262 (238) － －

乗用管理機（11ｍ以上：キャビン式） 5,929 (5,390) 1,976 (1,796) － －

　　　　　　　 （11ｍ以上：キャビンなし） 4,241 (3,855) 1,413 (1,285) － －

成苗田植機 2,331 (2,119) 777 (706) － －

2,427 (2,206) 809 (735) 1,213 (1,103)

1,974 (1,794) 658 (598) － －

2,687 (2,442) 895 (814) － －

トラクターカルチ（２連） 809 (735) 269 (245) － －

畦塗機（リバース式） 728 (661) 242 (220) 364 (330)

逆転ロータリー 703 (639) 234 (212) － －

・総事業費 10,466 (9,514) 3,488 (3,171) － －

・㎡当たり事業費　（円/㎡） 72,911 (66,283) 24,303 (22,094) － －

※この標準事業費は、令和５年度事業から適用する。

※補助率１／２は、中山間地域等担い手育成タイプのうち農作業受託型と広域組織型にのみに適用する。

事業種目 対象機械・施設
標準事業費

(千円)
上限補助額(千円)

補助率１／３ 補助率１／２

※農業用機械倉庫については、総事業費又は（㎡当たり事業費×導入面積）のいずれか低い金額を標準事業費とする。

低コスト・高品質化
条件整備事業

直播用機械
（トラクター装着用打ち込み式
　代かき同時播種機）

牽引式マニュアスプレッダー

自走式マニュアスプレッダー

農業用機械倉庫

※（　）内の金額は、消費税を除いた標準事業費及び上限補助額


